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※ 氏名・住所・生年月日・電話番号など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ふりがな・氏名・住所・生年月日・世帯主の氏名・続柄については、あらかじめ印字してお送り 

いたしますので、佐世保市から申告書が送られてきた場合には記入の必要はありません。 

 

 ① 提出年月日 

     実際に申告書を送付する日（ポストに投函する日）をご記入ください。 

 

 ② 職業・勤務先、電話番号 

     必ずご記入ください。 

     職業は「会社員」や「アルバイト」などではなく、具体的な内容（「□×工業」などの企業名） 

を記入してください。無職の方（年金のみの受給者など）は空欄のままで結構です。 

     電話番号は、日中連絡が取れる連絡先（携帯・スマートフォンでもよい）を必ず記入してください。 

     後日、申告書の内容に不明な点があった場合にご連絡させていただきます。 

 

 ③ マイナンバー（個人番号） 

     必ずご記入ください。 

     マイナンバーカード（両面）をコピーして同封してください。 

     マイナンバーカードがない方は佐世保市ホームページの「平成２９年度より、市県民税の申告には 

「マイナンバー」が必要です」をご確認ください。 

 

 ④ その他 

     簡易申告書は昨年の申告状況に基づいて送付しています。就職して年末調整をされた方や、 

    所得税の確定申告をされる方は、この申告書を提出する必要はありません。 

     営業等・農業・不動産所得のある方及び雑損控除のある方は、この申告書では受付ができません 

    ので、13ページの連絡先までお問い合わせください。 

     この申告書を提出される場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度は適用されません。寄附金も 

    併せて申告する必要がありますのでご注意ください。 

     所得課税証明書や滞納のない証明書が必要な方は、収入がなくてもこの申告書を提出していただ 

    く必要があります。昨年の証明書交付状況に基づいて申告書をお送りしていますので、次年度も 

    証明書が必要な方は、この申告書を提出してください。 

 

 

 

https://www.city.sasebo.lg.jp/zaimu/simzei/20161121.html
https://www.city.sasebo.lg.jp/zaimu/simzei/20161121.html
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１．あなたに関する事 

 
 

 ① 本人障害控除 

     該当があれば記入してください。 

     身体障害者手帳・精神障害者手帳などの等級が分かる面をコピーして同封してください。 

  《注意》 「要介護認定」だけでは障害者には該当しません。 

 

 ② 勤労学生控除 

     勤労による所得が75万円以下（給与収入であれば130万円以下）かつ、勤労によらない所得が 

    10万円以下である学生・生徒の方は、この欄に学校名を記入してください。 

 

 ③ 寡婦控除 

     次の条件にすべて当てはまる方が対象です。 

      ・夫と死別、夫が生死不明、あるいは夫と離別し、その後婚姻していない女性 

      ・前年の合計所得金額が500万円以下 

      ・離別の場合は、子以外の扶養親族がいる。 

・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない 

（住民票の続柄に「妻（未届）」、「夫（未届）」などの記載がされていない。） 

    「死別」・「生死不明」と「離別」で条件が異なりますので、該当する項目に○をつけてください。 

  《注意》 「生死不明」とは、太平洋戦争又は船舶・航空機事故等により行方不明の状態が３ヶ月以上 

       継続している場合をいいます。自分が生死を知らないというだけでは該当しません。 

        

 ④ ひとり親控除 

     次の条件にすべて当てはまる方が対象です。 

      ・配偶者がなく、生計を一にする子を扶養している方（性別・婚姻歴は問いません） 

      ・前年の合計所得金額が500万円以下 

・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない 

（住民票の続柄に「妻（未届）」、「夫（未届）」などの記載がされていない。） 

     該当する方は「該当」に○をつけてください。 

 

 ⑤ 非課税収入 

     遺族年金や障害年金等を受給されている方は、該当する項目に○をつけてください。 

     金額は記入しないでください。 

  《注意》 遺族年金や障害年金の金額を「公的年金等収入」の欄に書いてしまうと、市・県民税が 

       課税されるおそれがあります。遺族年金や障害年金には「源泉徴収票」がありませんので、 

       金額の記入が必要かどうかは、源泉徴収票があるかないかで判断してください。 
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２．あなたの課税収入金額   

 (A) 給与収入・公的年金等収入 

 

 ① 給与収入のある方 

    給与収入を「給与収入」欄に記入してください。 

    令和５年分給与所得の源泉徴収票がある方は、源泉徴収票の「支払金額」をそのまま記入 

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 源泉徴収票を必ず同封してください。（コピー可） 

 

    源泉徴収票がない方は、給与明細書から年間の支払金額を計算し、記入してください。 

   ※ 給与明細書を必ず同封してください。（コピー可） 

 

    給与明細書もない方は、申告書に同封しております「令和６年度 市・県民税申告 給与収入の 

   内訳書」（「令和６年度 給与・公的年金等所得計算表」の裏面にあります。）に、給与の支払額を 

   記入し、申告書に合計額を記入したうえで同封してください。 

   （書き方は次のページにあります。） 
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※ いずれの場合も、勤務先を申告書に記入してください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日雇いなど日給計算の 

場合はこちらにも記入 

してください。 

この金額を、申告書の 

「給与収入」欄に記入 

してください。 
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② 公的年金等収入のある方（遺族年金や障害年金を除く） 

    令和５年分公的年金等の源泉徴収票を確認し、支払金額を「公的年金等収入」欄に記入してください。 

    源泉徴収票は１月中旬ごろ年金支給者から郵送されます。 

   （国民年金・厚生年金であれば日本年金機構、共済組合であれば共済組合連合会など） 

 

   ※ 上は日本年金機構の例ですが、他の年金の場合もおおむね同じです。 

   ※ 公的年金等の源泉徴収票を必ず同封してください。（コピー可） 

   ※ 源泉徴収票がお手元にない場合は、年金支給者に再発行を依頼してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この金額（複数ある場合はその

合計額）を記入します。 

5 
5 

昭和 30年 10月 10日 
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 (B)  業務・その他雑所得、一時所得 

 ① 業務による収入のある方（シルバー人材センター・保険外交員等の報酬など） 

    「業務」欄に、収入金額と必要経費を記入してください。 

 

シルバー人材センター 配分金支払証明書の例 

   赤○で囲んだ金額を「収入金額」欄に、かかった経費を「必要経費」欄に記入してください。 

   ※ この「配分金支払証明書」を必ず同封してください。（コピー可） 

 

 

 

外交員 報酬支払調書の例 

   赤○で囲んだ金額を「収入金額」欄に、かかった経費を「必要経費」欄に記入してください。 

   ※ この「外交員報酬支払調書」を必ず同封してください。（コピー可） 

 

  《注意》 次の条件に当てはまる場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」を受けることができます。 

   ・ 内職などのいわゆる「家内労働者」（テレワークは含みません。） 

   ・ 外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを 

業務とする方 

組合 

外交員報酬 

５ 

6 

令和５年１月～令和５年１２月 

5 

昭和 30 年 10 月 10 日 
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   ・ シルバー人材センターからの配分金 

   「家内労働者等の必要経費の特例」とは、必要経費が55万円未満であった場合に55万円まで控除額を 

  認める制度です。（給与収入がある場合は条件が異なります。） 

   特例条件に当てはまり、必要経費が55万円未満の場合は、必要経費に金額を記入せず、「□ 措法27条 

  適用」と小さく書かれた場所の□内にチェックを入れてください。 

 

 

 ② 業務によらない収入のある方（主に民間の生命保険会社の個人年金、自衛隊の任用一時金など） 

    「その他雑」欄に、個人年金等の支払金額と必要経費を記入してください。 

    必要経費は、保険会社から送付される税務申告用の「支払内容のお知らせ」などに書かれています。 

 

   ※ 上の見本は一例です。どの個人年金の場合もおおむね同じです。 

   ※ 内容がわからない場合でも、この「支払内容のお知らせ」は必ず同封してください。 

 

 

５ 

 

源泉所得税（源泉徴収税額）の

欄に税額の記載がある場合、確

定申告をすることで所得税が

還付になることがあります。 

詳しくは市役所市民税課へお

尋ねください。 
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 ③ 一時所得（主に民間の生命保険会社の満期一時金・解約返戻金など） 

    「一時」欄に、支払金額と必要経費を記入してください。 

    民間の生命保険会社の満期一時金・解約返戻金の場合は、個人年金の場合と同様に生命保険会社 

    から「支払内容のお知らせ」が届きますので、税務申告用の「支払内容のお知らせ」などに書かれ 

    ている支払金額と必要経費を記入してください。 

 

   ※ 上はドル建ての年金の一括支払の例ですが、他の場合もおおむね同じです。 

   ※ 内容がわからない場合でも、この「支払内容のお知らせ」は必ず同封してください。 

 

 

 (C) 収入が何もなかった方 

    下の欄に生活の状況を記入してください。 

 

   例えば… 

       夫・○○ ○○の扶養 

       貯金の切り崩し 

       親の援助 

       生活保護を受けていた 

       児童手当と児童扶養手当のみ    …など 

 

 

 

 

 

令和５年１０月１８日 

作成日 令和５年１０月２５日 

この度、ご請求のありました生命保険契約の 
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３．(特別)控除対象配偶者(妻・夫)に関する事 

   ※ あなたが養っている場合のみ記入してください。 

 

   「障害者のとき」に該当する場合は、等級などをご記入ください。 

    身体障害者手帳・精神障害者手帳などの等級が分かる面をコピーして同封してください。 

 

   「配偶者の所得」欄は、下表「令和６年度 給与・公的年金等所得計算表」を利用して計算した後、 

次のように記入してください。 
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 (a) 給与所得 

 (b) 公的年金等所得 

  (c) その他の所得        （収入－経費）で計算します。 

 

 (a)＋(b)＋(c)の値によって、「配偶者の所得」(48欄）の書き方は以下のようになります。 

 (a)＋(b)＋(c)の値 （円） 控除の種別 「配偶者の所得」(48欄）の書き方 

(1) 0 ～ 480,000 配偶者控除 記入しない 

(2) 480,001 ～ 1,330,000 配偶者特別控除 計算した額を記入する 

(3) 1,330,001 ～  （なし） この項目は使用しない(*1) 

 (*1) 記入しても無効になります。この欄に配偶者の氏名を書くこと自体ができません。 

 

  《注意》 「配偶者の所得」(48欄）に、年金収入をそのまま書かれる方が大変多くなっています。 

       この欄に年金収入を書いてしまうと、配偶者が「扶養」として認められず、税法上不利な扱い 

       を受けてしまう場合もありますので、必ず「令和６年度 給与・公的年金等所得計算表」を 

       確認し、計算したうえで記入してください。 

 

   ※ 市・県民税の「非課税要件」は、扶養人数が重要です。 

     「配偶者控除」の場合は扶養人数に含めますが、「配偶者特別控除」の場合は含めません。 

     くれぐれもご注意ください。 

 

 （例）75歳の夫と72歳の妻の２名世帯。どちらも収入は年金のみ。妻の年金は68万円の場合 

     正しくは 

       妻の所得は「令和６年度 給与・公的年金等所得計算表」より110万円以下なので0円 

       48万円以下なので、「配偶者の所得」は記入しない。 

       妻は「配偶者控除」(1)となるため、扶養親族等に該当する。 

       夫の収入は年金のみなので、年金収入201万9000円までは非課税。 

     妻の年金収入68万円を「配偶者の所得」(48欄）に書いた場合 

       妻は「配偶者特別控除」(2)となるため、扶養親族等に該当しない。 

       夫は年金収入151万5000円を超えると課税される。 

 

      もし誤って年金収入を記入して提出した場合は、後日、修正申告をしていただく事で 

     正しい状態にすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前のページの表から、計算式に当てはめて計算します。 
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４．16歳以上の扶養親族 

５．16歳未満の扶養親族 

   ※ あなたが養っている場合のみ記入してください。 

   ※ 配偶者は３．の項目で記入しますので、ここには含みません。 

 

    16歳以上（平成20年1月1日以前生）は４．へ、16歳未満（平成20年1月2日以降生）は５．へ記入 

   してください。同居・別居の別も忘れずに記入してください。 

   「障害者のとき」に該当する場合は、等級などをご記入ください。 

    身体障害者手帳・精神障害者手帳などの等級が分かる面をコピーして同封してください。 

    

 扶養親族の控除額は以下の表のとおりです。 

生年月日の範囲 扶養種別 控除額 

昭和29年1月1日以前（70歳以上） 

 

上記のうち同居している直系尊属 

（父母・祖父母など） 
同居老親扶養 45万円 

それ以外 老人扶養 38万円 

昭和29年1月2日～平成13年1月1日（69～23歳） 一般扶養 33万円 

平成13年1月2日～平成17年1月1日（22～19歳） 特定扶養 45万円 

平成17年1月2日～平成20年1月1日（18～16歳） 一般扶養 33万円 

平成20年1月2日以降（16歳未満） 年少扶養 0円 

 

障害者控除 控除種別 控除額 

特別障害者 

 
上記のうち同居しているもの 同居特別障害者 53万円 

それ以外 特別障害者 30万円 

その他の障害者 障害者 26万円 

 

    ※ 16歳未満の方は控除額は0円ですが、市・県民税の非課税限度額の算定に必要になりますので、 

必ずご記入ください。また、障害者の場合の障害者控除も適用できます。 

    ※ 障害者控除の「特別」「その他」は、障害の種別・等級により決定します。種別が間違って 

      いると、後日修正することになるため、必ず手帳のコピーを同封してください。 

    ※ 同じ人を２名以上の方が扶養することはできません。扶養親族を記入する場合は、他の人と 

      重複していないかどうか、必ず確認してください。 
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６．所得から差し引かれる金額 

 (A) 社会保険料控除 

 

 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料については、あらかじめ印字してお送りいたします 

ので、佐世保市から申告書が送られてきた場合には記入の必要はありません。（印字されていない場合は 

記入してください。） 

 国民年金保険料の支払いがある場合は④へ、社会保険など他の保険の支払いがある場合は⑤に記入して 

ください。 

 記入した場合は、領収証などの支払証明書を必ず同封してください。（給与の源泉徴収票に支払金額が記載 

されている場合は同封不要です。） 

 

 

 (B) 生命保険料控除・地震保険料控除 

 

 生命保険料の控除証明書を確認のうえ、各項目に記入してください。 

 控除証明書は前年の10～11月ごろに生命保険会社及び損害保険会社から送付されます。 

   

「旧」制度の「一般」 

保険料なので、44欄 

に記入する。 

申告額 

令和５年分 

Ｒ ５年 ９月 

Ｒ ５年１０月 ９日 〇〇生命保険相互会社 
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  《注意》 「介護医療保険料」は、生命保険会社が販売している保険です。佐世保市に納付する 

       「介護保険料」は社会保険料となりますのでご注意ください。 

※ 前のページは一例です。生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書は生命保険会社や損害

保険会社によって書式がまちまちであるため、「どこを見ればいいのか」という説明を一様にご説

明できません。各生保・損保会社にご確認いただくか、どうしてもわからない場合は該当欄を空

欄にして、その旨余白に鉛筆でご記入いただき、控除証明書を必ず同封してください。控除証明

書を確認したうえで佐世保市職員が記入します。 

 

 (C) 医療費控除・寄附金控除 

 この申告書には医療費控除・寄附金控除を記入する欄はありません。 

 医療費控除の申告をする場合は、「医療費控除の明細書」を作成し提出する必要がありますので、申告

書と一緒に送付してください。 

「医療費控除の明細書」の用紙は、市役所市民税課・各支所・行政センターにあります。 

 なお、同様式は国税庁または佐世保市ホームページにも掲載しています。 

 寄附金控除の申告が必要な方は、下記の連絡先までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

・この申告書は郵送にてご提出ください。 

・必要書類が揃っていれば対応はできますので、書き方がわからない項目はその旨余白に鉛筆でご記入いただ

き、必要書類を同封してください。 

・ご不明な点がございましたら、お電話にて下記連絡先までお問い合わせください。 

 

   《連絡先》 

      佐世保市財務部市民税課 市民税第一係 

☎ (0956)24-1111 内線 2204～2208     

 

この「簡易申告書の書き方」の手引きは、令和５年１２月１日現在の地方税法により作成して

おりますが、税制改正によっては、内容が変更になる場合があります。 

 

 ※３月１５日までに申告をしないと過料が課される場合があります。 

 

佐世保市市民税課作成 

令和６年１月 

佐世保市市民税課からのお知らせとお願い 


